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１　被災住宅債務利子補給

区　分 利子補給の対象 補給の割合 受付期限

新築
（融資限度額 1,460 万円）

住宅が被災し、住宅の建設又は購入のために民
間金融機関などから融資を受けた場合の利子

（金利 2㌫以内）
当初 5 年間の利子 平成 28 年度

補修
（融資限度額 640 万円）

住宅が被災し、住宅の増改築又は改修のために
住宅金融支援機構や民間金融機関などから融資
を受けた場合の利子（金利 1㌫以内）

当初 5 年間の利子 平成 25 年度

既往住宅債務

被災住宅の債務があり、新たに新築または補修
のために住宅金融支援機構や民間金融機関など
から融資を受けた場合の、被災住宅に係る債務
の利子

5 年間の利子を一括補助 平成 28 年度

　町は、東日本大震災により被災した町内の住宅や宅地の復興支援事業について４月９日より申請を受付いたします。

平成 23 年 3 月 11 日以降に融資を受けたり補修工事などを行った場合に、利子補給や補助の対象となります。
大槌町復興局被災者支援室　℡ 42-8718

２　被災住宅補修等補助
区　分 補助の対象 補助の割合 受付期限

住宅補修
生活再建支援制度や応急修理制度の適用を受け
ない一部損壊及び半壊の被災住宅補修工事
※ 10 万円以上の工事

1/2（限度額 30 万円） 平成 25 年度

耐震改修
耐震基準に満たない住宅を、耐震基準に適合さ
せるための改修工事

1/2（限度額 60 万円） 平成 25 年度

バリアフリー改修 床の段差解消や、手すりの設置などの改修工事 1/2（限度額 60 万円） 平成 25 年度

県産材使用改修 県産材を積極的に使用する住宅改修工事 1/2（限度額 20 万円） 平成 25 年度

３　被災宅地復旧補助

区　分 補助の対象 補助の割合 受付期限

被災宅地復旧
のり面の保護工事、排水施設設置工事、地盤補
強及び整地工事、擁壁の設置及び補強工事など
※ 20 万円以上の工事

1/2（限度額 200 万円） 平成 25 年度
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わ
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取
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。

　
「
い
の
ち
を
守
る
森
の
防
潮
堤
」
は
、
今
回
植
樹
の
指
導
を
賜
る
宮
脇

昭
横
浜
国
立
大
学
名
誉
教
授
が
提
唱
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
土
地

本
来
の
常
緑
広
葉
樹
を
植
樹
す
る
こ
と
に
よ
り
、
成
長
し
た
木
々
が
森
と

な
り
、津
波
や
高
潮
の
被
害
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、木
々

の
緑
は
美
し
い
景
観
を
創
出
し
、
人
々
に
憩
い
を
与
え
ま
す
。
大
槌
町
は

こ
れ
か
ら
復
興
に
向
け
て
の
活
動
を
更
に
進
め
て
い
き
ま
す
が
、
こ
れ
と

あ
わ
せ
横
浜
ゴ
ム
株
式
会
社
で
は
、
今
回
の
津
波
災
害
の
教
訓
を
生
か
し

将
来
の
大
槌
町
の
津
波
対
策
と
し
て
、
こ
の
取
り
組
み
を
行
い
ま
す
。
当

日
は
横
浜
ゴ
ム
従
業
員
か
ら
募
っ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
中
心
と
し
た
植
樹

指
導
と
植
樹
が
行
わ
れ
ま
す
。
皆
さ
ん
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

横
浜
ゴ
ム
「
千
年
の
杜
づ
く
り
」

　植
樹
会
を
開
催
し
ま
す

■日時　4 月 30 日（月）
　　　　9：30 ～ 13：30
　　　　（9：00 受付開始）
■場所　大槌町浄化センター敷地内
■主催 横浜ゴム株式会社
■共催　大槌町
■協賛　㈱竹中土木
■スケジュール　
9：00 受付開始／ 9：30 開会／ 10：
50 写真撮影／ 11：00 植樹／ 12：00
昼食・ふれあいイベント（ブラスバン
ド演奏・抽選会など）／ 13：30 閉会
※タオルや手袋、軍手は配布します。
　昼食はお弁当を用意しています。
※屋外の作業が中心ですので当日は汚
　れても良い服装でお越し下さい。

大槌町生涯学習課   ℡ 42-2300

津
波
災
害
に
強
い
ま
ち
・
美
し
い
ま
ち
を
目
指
し
て

復興局被災者支援室からのおしらせ

生活再建住宅支援事業について

　浸水区域内において居住していた住宅が一部損壊した世帯に対して支給する大槌町災害義援金の申請受付を次のとおり開始
します。
＜住家損壊等見舞金（浸水区域内の一部損壊）＞
■申請期間（集中受付期間）　４月９日～４月３０日（土日祝日は除く）
■申請受付場所　大槌町復興局被災者支援室内
■必要書類　申請書、罹災証明書、住民票謄本、通帳の写し
　　　※申請書の様式は申請場所または大槌町ホームページに掲載してあります。
■その他 　①全壊や半壊（大規模半壊）の住宅は対象外となります。 ② 配分基準は１世帯あたり５万円となります。 ③ 申請

人数の状況等により整理券を配布する場合もあります。ご理解とご協力をお願いいたします。
大槌町復興局被災者支援室　℡ 42-8718

　

当
町
で
は
、
今
回
の
東
日
本
大
震
災
津
波
の
災
害
を
受
け
た
市
街
地
に
つ
い
て
、
緊

急
か
つ
健
全
な
復
興
を
目
的
と
し
、
迅
速
に
良
好
な
市
街
地
の
形
成
と
都
市
機
能
の
更

新
を
図
る
た
め
、「
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域
」
の
指
定
に
向
け
た
都
市
計
画
案
を

縦
覧
し
ま
す
。

　

今
回
、
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域
を
指
定
す
る
地
域
は
、
都
市
再
生
区
画
整
理
事

業
の
事
業
予
定
地
、
防
災
集
団
移
転
促
進
事
業
に
お
け
る
移
転
促
進
区
域
の
予
定
地
の

一
部
と
、
住
宅
団
地
を
造
成
す
る
予
定
地
の
一
部
、
災
害
公
営
住
宅
の
建
設
予
定
地
の

一
部
、
そ
れ
か
ら
、
都
市
施
設
と
し
て
都
市
計
画
決
定
を
予
定
し
て
い
る
地
域
で
す
。

　

被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
地
域
は
、
土
地
の
形
質
の
変
更
ま

た
は
建
築
物
の
新
築
、
改
築
も
し
く
は
増
築
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
県
知
事
の
許
可

を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

■
縦
覧
場
所　
　
　

復
興
局　

復
興
推
進
室　
（
町
役
場
仮
設
庁
舎　

上
町
１
︱

３
）

■
縦
覧
期
間　
　
　

４
月
13
日
（
金
）
～
４
月
26
日
（
木
）

　
　
　
　
　
　
　
　

※ 

土
、
日
曜
日
を
除
く
８
時
30
分
～
17
時
15
分

■
縦
覧
内
容

　

１
．
町
方
地
区
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域

　

２
．
沢
山
地
区
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域

　

３
．
安
渡
地
区
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域

　

４
．
赤
浜
地
区
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域

　

５
．
吉
里
吉
里
地
区
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域

※
縦
覧
さ
れ
て
い
る
都
市
計
画
案
に
対
し
意
見
の
あ
る
人
は
、
縦
覧
期
日
満
了
の
日
ま

で
に
町
長
に
対
し
意
見
書
を
提
出
で
き
ま
す
。

大
槌
町
復
興
局
復
興
推
進
室　

℡
４
２-

８
７
１
４

都
市
計
画
案
の
縦
覧
に
つ
い
て

復
興
局
復
興
推
進
室
か
ら
の
お
し
ら
せ

大槌町災害義援金について


